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    選挙管理委員会告示 

和歌山県選挙管理委員会告示第34号 

 和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙を平成29年5月14日に行う。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第35号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙における選挙長及びその職務代理者の

住所及び氏名を次のとおり告示する。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

区     分 氏   名 住           所 

選挙長 松尾孝志 和歌山県和歌山市東高松三丁目7番7号 

選挙長職務代理者 大久保充 和歌山県海南市下津町黒田115番地2 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第36号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙に使用する投票用紙の様式を次のとお

り定める。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目 1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報
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備考 

1 大きさは、おおむね縦12.8センチメートル、横8.0センチメートルとする。 

2 用紙の色は、水色とする。 

3 文字等の印刷は、黒色とする。 

4 和歌山県選挙管理委員会印は、黒色刷込みとする。 

5 点字投票用紙には、点字表記を行う。 
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和歌山県選挙管理委員会告示第37号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙において、選挙長にする届出等の受理

場所は、次のとおりである。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

有田振興局（平成29年5月5日については、有田市役所） 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第38号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙において、和歌山県議会議員の選挙に

おける選挙公報の発行に関する条例（昭和57年和歌山県条例第24号）第2条第1項の規定により発行する選

挙公報に掲載する掲載文の候補者1人についての紙面の大きさ及び選挙公報に掲載する候補者の写真の大

きさを次のとおり告示する。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

1 紙面 おおむね縦11.0センチメートル、横24.5センチメートルとする。 

2 写真 おおむね縦、横それぞれ4センチメートルとする。 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第39号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙において、和歌山県議会議員の選挙に

おける選挙公報の発行に関する条例（昭和57年和歌山県条例第24号）第4条第2項の規定による選挙公報に

掲載する掲載文等の掲載順序を定めるためのくじを行う場所及び日時を次のとおり告示する。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

1 場所 有田市役所 

2 日時 平成29年5月5日 午後5時30分 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第40号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙において、選挙運動のために使用する

文書図画で公職選挙法（昭和25年法律第100号）第143条（文書図画の掲示）、第144条（ポスターの数）

若しくは第145条（ポスターの掲示箇所等）の規定に違反して掲示したもの若しくは同法第143条の2（文

書図画の撤去義務）の規定に違反して撤去しないもの又は選挙運動の期間前若しくは期間中に掲示した文

書図画で同法第146条（文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限）の規定に該当するもの

があるとき、又は政治活動のために使用する文書図画で同法第14章の3（政党その他の政治団体等の選挙

における政治活動）の規定に違反して掲示したもの若しくは同法第201条の11（政治活動の態様）第10項

及び同法第201条の14（選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去）第1項の規定に違反して撤去しな

いものがあるときは、その責任者において速やかに撤去しなければならない。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第41号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙における選挙会の場所及び日時を次の

とおり告示する。 

  平成29年5月5日 
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和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

1 場所 有田振興局 

2 日時 平成29年5月16日 午後3時 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第42号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙においては、開票の事務を選挙会の事

務に併せて行わない。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

 

和歌山県選挙管理委員会告示第43号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙において、公職選挙法（昭和25年法律

第100号）第194条の規定により、選挙運動に関し候補者1人について支出することのできる金額の制限額

は次のとおりである。 

  平成29年5月5日 

和歌山県選挙管理委員会委員長 小 濱 孝 夫 

5,965,900円 

    和議補選選挙長告示 

和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙選挙長告示第1号 

 平成29年5月14日執行の和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙における選挙立会人となるべき者のく

じを行う場所及び日時を次のとおり告示する。 

  平成29年5月5日 

和歌山県議会議員有田市選挙区補欠選挙 

選挙長 松 尾 孝 志 

1 場所 有田振興局 

2 日時 平成29年5月12日 午前11時 

 

 


